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新型コロナウィルスの感染拡大に伴う移動規制が解除されたことに伴い、日本－中国間での人

の移動が徐々に増加しつつあります。今回は、日本人が中国へ渡航するにあたり必要となる出入

国管理上の基礎知識について整理します。 

 

 

１．中国における出入国管理 

 

中国では、出国入国管理法以下の法令において、外国人の中国への入国及び滞在、出国に関し

て規定されています。中国国民と異なり、外国人は中国に入国してから出国するまで、中国から

許可された範囲内において活動することが認められるにすぎません。そのため、入国から出国ま

での過程において、①法令に規定される手続を怠らないこと、②許可された条件を逸脱しないこ

と、という観点での注意が必要となります。 

 

２．入国前の手続 

 

中国への入国にあたっては、原則として事前に入国目的に基づいた『ビザ（査証）』の申請が必

要となります。入国目的ごとのビザの種類は以下の通りとなります。なお、既に中国国内におい

て以下で説明する『居留許可』を取得している場合には、改めてビザの申請は必要がありません。 

 

◇入国目的とビザの種類（抜粋） 

 

ビザの種類 入国目的 入国後の条件 

L 観光  

M 商務・貿易  

F 交流、訪問、視察  

Z 就労 入国から 30 日以内に『居留許可』の申請が必要 

S１ 家族団らん、私的事務（長期） 入国から 30 日以内に『居留許可』の申請が必要 

S2 家族団らん、私的事務（短期）  

 

また、日本パスポート保有者については、特定（就労、取材等）の目的に該当しない限りにお

いて、入国からの滞在期間が 14 日以内であることを条件として、事前のビザ申請が免除されるこ

ととされています（以下、『ビザなし渡航』とします。）。しかしながら、新型コロナウィルスの感

染拡大に伴い 2020 年 3 月以降『ビザなし渡航』は停止されており、本レポート作成時点（2023

年 5 月 20 日現在）において再開されていません。 
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３．入国と入国後の手続き 

 

中国への到着後、入国にあたって入国審査が行われます。また、入国後は、入国から 24 時間も

しくは 48 時間以内に臨時宿泊登記が必要となります。この登記は、入国するすべての外国人に対

して義務付けられているため、『ビザなし渡航』や以下で説明する『居留許可』を取得している場

合であっても手続きが必要となります。 

登記手続きは、宿泊場所を管轄する公安局の派出所にて行うこととされていますが、上海では、

上海市出入国管理局のウェブサイトから登記手続きが可能となっており、派出所に出頭する必要

はありません。また、宿泊場所がホテル等の宿泊施設の場合には、登記手続きは宿泊施設に対し

て義務づけられているため、個人が登記手続を行う必要はありません。なお、臨時宿泊登記は、

宿泊場所が変わるごとに手続きが必要となります。 

 

４．滞在に必要な手続き 

 

中国への入国後、『ビザ（査証）』において認められる期間について滞在（以下、『停留』としま

す。）することが可能です。『停留』については、入国後には手続きは必要ありませんが、期日ま

でに出国しなければなりません。 

一方、入国目的が長期滞在を前提とする場合には、入国から 30 日以内に『居留許可』申請が必

要となります。『居留許可』の申請にあたっては、滞在目的に沿った滞在資格の手配が必要となり

ます。例えば、就労目的の場合には、『就業（工作）許可証』の取得が必要となります。 

『居留許可』を取得した場合には、有効期間内において中国国内に滞在することが認められる

とともに、一時出国した場合にも改めて『ビザ（査証）』を申請する必要はありません。 

 

◇滞在目的と居留許可の種類（抜粋） 

 

居留許可の種類 滞在目的 滞在資格 

就労（工作） 中国国内の企業、単位との雇用契約に基づく就業 就業許可証、など 

家族団らん 中国国内に滞在する招聘者（外国人）との家族生活 
招聘者の居留許可証及び家族関

係を証明する文書 

留学 中国国内の教育機関での留学 留学先（学校）が発行する証明文書 

永住 中国での永住（生活） 
法令が規定する一定の条件を満た

した場合 
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